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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　病院内を回診して患者のＸ線撮影を行う移動形Ｘ線装置において、
　Ｘ線撮影準備指令又はＸ線照射指令を入力する手段と、
　入力されたＸ線撮影準備指令又はＸ線照射指令に応じて前記移動形Ｘ線装置が配置され
る場所の天井に前記各指令の状態を示す写映像を照射する手段と
を設けたことを特徴とする移動形Ｘ線装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、病院内を回診する移動形Ｘ線装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の移動形Ｘ線装置は、Ｘ線撮影準備完了時またはＸ線照射時の確認を操作パネル上に
あるＸ線撮影準備完了表示灯またはＸ線照射表示灯を点灯させて、操作者に視認させるか
、またはブザー音を発することによって知らせていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
Ｘ線撮影時は、Ｘ線被曝を防ぐため、操作者はできるだけＸ線装置から離れた位置で撮影
しようとする。このため操作パネル上のＸ線照射表示灯が点灯しても操作者からは見にく
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くなり、ブザー音も聞き取りにくくなる。操作者に解るようにこれらの照射表示灯を明る
くし過ぎたり、ブザー音を大きくすると、被検者に不安を与えてしまう問題があった。
【０００４】
本発明の目的は、上記問題に鑑みてなされたもので、Ｘ線撮影準備完了時、またはＸ線照
射時に、その状態を装置から遠く離れた位置にいる操作者が認知し易くした移動形Ｘ線装
置を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記問題を解決するために、本発明は、電動走行にて、病院内を回診するための移動装置
を備えた移動形Ｘ線装置において、Ｘ線撮影ハンドスイッチから入力されたＸ線撮影準備
指令またはＸ線照射指令に応じてレーザー光をＸ線装置の上方へ向けて照射するレーザー
照射器を設けたことを特徴としている。
【０００６】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
図１は本発明による移動形Ｘ線装置の斜視図を示し、図２は図１に示す操作パネルの平面
図を示す。各々の図において、１は、Ｘ線発生器を示し、上下移動自在にＸ線発生器保持
部４に保持され、Ｘ線制御部２の制御によりＸ線を照射するもので、車輪を備えた移動台
車３に搭載されている。５は上記移動形Ｘ線装置の操作を行うキーと各種表示器を備えた
操作パネル、６は１段目のスイッチと２段目のスイッチを備え前記Ｘ線制御部２と電気的
に接続された遠隔操作が可能なＸ線照射用ハンドスイッチで、１段目のスイッチは、押す
ことによりＸ線制御部２からＸ線発生器１のＸ線管へＸ線照射準備を行わせる指令信号を
出力させる、すなわちローター（図示せず）の回転指令とフィラメントの加熱指令とを出
力させる。２段目のスイッチは、押すことにより図示を省略したＸ線高電圧発生装置へＸ
線発生器１からＸ線を照射させるための信号を出力するＸ線照射スイッチである。１２a
はハンドスイッチ６の１段目のスイッチを押すと連動してレーザー光を天井に向かい照射
する第１のレーザー光照射部、１２bはハンドスイッチの２段目のスイッチを押すと連動
してレーザー光を天井に向かい照射する第２のレーザー光照射部である。１３aは第１の
レーザー光照射部による第１の写映像、１３bは第２のレーザー光照射部による第２の写
映像を示す。１７は電源表示灯、１８は撮影準備完了表示灯、１９はＸ線照射表示灯を示
し、各々操作パネル５に設置されている。２０は撮影条件の管電圧設定キー、２１は撮影
条件の管電流設定キー、２２は管電圧を表示するための管電圧表示器、２３は管電流を表
示するための管電流表示器を示し、これらも図に示すように操作パネル５に設置されてい
る。
【０００７】
次に、上記構成の移動形Ｘ線装置のＸ線撮影手順について説明する。
図１、図２において、予め撮影部位に応じたＸ線の撮影条件を設定するため、先ず、図示
を省略した装置の電源スイッチを投入し、電源表示灯１７が点灯したら管電圧表示器２１
を見て、管電圧設定キー２０の＋、－ボタンを操作して所定の値に管電圧（kV）を設定し
、管電流時間積分値（mAs）表示器２３を見てmAs値設定キー２２の＋、－ボタンを操作し
て所定の値に管電流時間積分値（mAs）を設定する。撮影条件を設定し終えたところでハ
ンドスイッチ６の１段目のスイッチを押してＸ線発生器１のＸ線管のローターを回転させ
るとともにフィラメントの加熱を行わせる。ローターの回転数が定格回転数に達し、フィ
ラメントが所定温度に上昇すると、撮影準備完了表示灯１８は点灯する。撮影準備完了表
示灯１８への点灯指令は第１のレーザー光照射部１２aにも並列的に入力し、第１のレー
ザー光照射部１２aよりレーザー光が照射される。照射されたレーザー光はＸ線照射のた
めにＸ線装置から離れている操作者からも良く見える場所、例えば天井の平面に照射され
、天井に第１の写映像１３aを照写させる。この時、操作者は次の動作で照射するＸ線に
よる被曝を避けるため、装置からできるだけ離れている。このため従来装置のように操作
パネル５上に配備された撮影準備完了表示灯１８は操作者からは見にくい。これに対して
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第１の写映像１３aは天井に照写されているので距離が離れていても操作者が頭を少し上
向きにするだけで容易に視野に入り確認できる。
【０００８】
そして、操作者は天井に映し出された第１の写映像１３aにより撮影準備完了を視認し、
Ｘ線照射スイッチ（ハンドスイッチ６の２段目のスイッチ）を押す。するとＸ線制御部２
は第１のレーザー光照射部１２aへのレーザー光照射信号をオフし、第２のレーザー光照
射部１２bへレーザー光照射信号をオンにする。すると、レーザー光照射部12ｂからレー
ザー光が照射される。このレーザー光も操作者から見易い天井に第２の写映像１３bを照
写させる。この第２写映像１３bも天井に照写されているので、距離が離れていても操作
者が頭を少し上向きにするだけで、容易に視野に入り確認できる。そして、Ｘ線照射（実
際にはＸ線照射時間は長くても約１秒程度）が終了すると、前記Ｘ線照射表示灯１９は消
灯し、第２のレーザー光照射部１２bからのレーザー照射も終了しＸ線撮影は終了する。
なお、Ｘ線照射時間は撮影部位よっては、非常に短時間のこともあり、第２の写映像が操
作者から確認しにくいことが考えられるので、第２の写映像を形成するレーザー光の色を
天井等の色と色相差を大きくするとか、輝度を高くするとか種々工夫をすることがベター
である。
【０００９】
【発明の効果】
Ｘ線撮影準備完了時と、Ｘ線照射時に装置の設置してある部屋の天井にレーザー光を照射
して操作者に知らせるので、装置から離れていてもＸ線撮影準備完了状態とＸ線照射を容
易に視認できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による移動形Ｘ線装置の斜視図。
【図２】図１に示す操作パネル５の平面図。
【符号の説明】
１　Ｘ線発生器
２　Ｘ線制御部
３　移動台車
４　Ｘ線発生器保持部
５　操作パネル
６　ハンドスイッチ
７　電源スイッチ
１２a　第１のレーザー光照射部
１２b　第２のレーザー光照射部
１３a　 第１の写映像
１３b　第２の写映像
１７　電源表示灯
１８　撮影準備完了表示灯
１９　Ｘ線照射表示灯
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